
ＪＲ福知山線列車事故に係る検証報告の概要
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検証分野１ 総合的な対応体制のあり方

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅰ 初動及 ○ 県、市町、鉄道事業者等の役割を明確にした体制○ 実動機関（消防、警察） ○ 県、市町、鉄
び広域応 整備による迅速な対策本部の立 道事業者等の明

ち上げ 確な役割認識 ・ 局所的に発生する鉄道事故災害に対しては、ま援体制
ず鉄道事業者と災害対応の第一次的責務を有する

○ 消防に係る迅速な応援要 市町が中心となって対応し、県は市町等で対応で
請 きない場合に迅速に支援するとともに、周辺市町

も状況に応じて支援体制を構築するなど、それぞ
○ 広域緊急援助隊、緊急消 れの役割を明確にして総合的な体制整備を図るべ
防援助隊、陸上自衛隊への き。
迅速な応援（派遣）要請

○ より迅速な初動体制の構築○ 神戸市消防局及び大阪市 ○ 初動時の迅速
消防局の自主判断による出 かつ正確な情報 ・ 県及び市町等は、災害対策本部等の設置の必要
動 の収集・伝達 性等、対応のレベルをより迅速に判断するための

情報収集ルートや分析体制を点検し、様々な状況
を想定してその強化に努めるべき。

○ 県と尼崎市の
より緊密な意思

○ 県における市町派遣要員の事前指定疎通の徹底
・ 県は事故発生時に市町（本部及び現地）へ派遣
し情報収集や調整等にあたる要員を事前に定め、
明確な役割と連絡手段を付与するとともに、必要
に応じて研修等を行うべき。

○ 県・市町間の連携体制の充実強化
・ 県及び市町は、発災直後から緊密に意思疎通を
図り、現場のニーズを踏まえた迅速、的確な事故
現場の活動を支援する応援体制の確立に努めるべ
き。
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検証分野１ 総合的な対応体制のあり方

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅱ 情報の ○ 地域防災計画に基づく情報の収集・伝達の徹底○ 実動機関の迅速な対応 ○ 鉄道事業者か ○ 鉄道事業者等の内
ら県への通報の 部における県地域防 ・ 鉄道事業者をはじめ、防災関係機関は、定期的収集・伝

○ 県警本部から県等への事 徹底 災計画の認識不足 な協議や訓練等を通じて兵庫県地域防災計画大規達
故発生に係る迅速な連絡 模事故災害対策計画で定める情報収集、伝達の徹

○ 鉄道事業者か ○ 被災現場等の対応 底を図るべき。
○ 情報収集等のための県職 ら、警察、消防 で忙殺
員の派遣 への通報の徹底

○ ヘリコプターからの映像 ○ 国との間の迅
の送信 速な情報連絡の

徹底

○ 災害情報の収集・伝達等に係る研修や訓練の充実○ 県と周辺市町 ○ 県と周辺市町との
との情報共有 情報共有について ・ 県をはじめ防災関係機関は、各フェーズで必要

は、県地域防災計画 となる情報内容を吟味するとともに、研修や訓練
に特段の規定はなし を通じて、職員の災害情報の受発信や処理能力の

一層の向上に努めるべき。

○ 隣接市町も含めた県・市町間の緊密な情報共有
・ 県及び市町等は、フェニックス防災システムの
活用等による情報の共有化を図るとともに 県 県、 （
民局）は、事故発生地の市町のほか周辺の関係市
町との情報連携や県に対するニーズ把握に努める
べき。
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検証分野１ 総合的な対応体制のあり方

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅲ 救助機 ○ 現地本部体制の充実強化○ 救助機関間の連携確保の ○ 現場における ○ 「調整」の具体的
取り組み 指揮・調整機能 内容や仕組みが不明 ・ 関係機関は、今回の事故災害等を踏まえて、調関間の連
・ 各機関の現地における の一層の強化 確 整内容や仕組みを明確にしておくべき。携、現地
指揮所の隣接設置 ・ 県、市町、消防、警察、自衛隊、鉄道事業者等本部の体

・ 現地調整本部における が緊密に連携し効果的な対策を推進するため、現制
白板を利用した情報共有 場の責任者を配置し、応急対策ごとに主責任組織

・ 現地調整本部での各機 が中心となって、共通の対応方針のもと、連携し
関の合議による共通の対 て活動を展開するとともに、県は総合的、広域的
応方針の作成 視点からの調整等に努めるべき。

、 、・ 消防機関 警察機関等の現地における指揮所は
○ 尼崎市における交通整理 原則として、一番最初に指揮所を置いた機関に隣
をはじめ救助現場での活動 接して指揮所を置くことをルール化すべき。
支援 ・ 県は、事故の規模や態様によっては、被災地を

管轄する県民局等に現地対策本部を設置するな
○ 尼崎市消防団の自発的な ど、迅速な意思決定や、市町、実動機関等との間
現場活動及び消防署等での での総合調整機能を強化すべき。
待機

現地調整本部・指揮所における支援チームの配置○ 現場における ○ 消防機関等は、救 ○
活動記録の作成 助活動に忙殺され、 ・ 県は、必要に応じて市町等と連携して、情報収
・保存 全体状況の収集、記 集、記録、広報など、現地調整本部等での活動を

録、広報などの活動 支援するチームを派遣すべき。
に限界 ・ 支援チームにはパソコンなどの資機材を装備す

るとともに事前にマニュアル等を整備すべき。

○ 平常時からの防災関係機関間の連携強化
・ 災害時の関係機関間の連携のために、平常時か
ら各機関同士が足を運び顔のみえる関係を築くよ
う努めるべき。
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検証分野１ 総合的な対応体制のあり方

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅳ 自治体 ○ 地方本部（県民局）の役割の明確化○ 県民局からの職員派遣 ○ 県職員の現地 ○ 県地域防災計画に
への派遣体制の は 「事故発生の第 ・ 県は、事故災害時の地方本部（県民局）の役割間の連携 、

○ 阪神間の市町による職員 具体化 １報を受け、直ちに について、市町の支援機能を充実させる方向でよ
派遣 県職員（災害現場 り明確化しておくべき。

の地理的条件等に応 ・ 県（県民局）は、当該市町の実情に詳しい職員
○ 周辺市町における被害者 じて決定）を派遣し 等を派遣要員として想定し、平時から市町の本部

、 。支援活動（相談窓口の設置 災害に関する情報の 訓練等にも参加させるなど 連携強化を図るべき
等） 収集・伝達等を行 ・ 県は、地方本部（県民局）が事故現場の周辺市

うこととする」との 町の県に対するニーズ把握の窓口になることを明
規定はあるが、本部 確にすべき。
と地方本部の役割分
担や手順が不明確

○ 周辺市町が講じるべき対策の計画への反映○ 周辺市町との ○ 県と周辺市町との
情報共有の徹底 情報共有について ・ 周辺市町は、事故現場を管轄する市町の災害対

は、県地域防災計画 策本部に職員を連絡調整役として派遣するととも
に特段の規定はなし に、必要に応じて支援本部を設置するなど、事故

発生現場の市町との連携強化に努めるべき。
・ 県及び市町は、周辺市町が鉄道事故災害発生時
に必要となる対策を整理し、必要に応じて地域防
災計画等に反映させるべき。
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検証分野２ 人命救助活動や地域との連携、協力

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅰ 救助機 ○ 困難な状況を想定した救出救助訓練の実施○ 消防機関、警察機関など ○ 救出活動の一 ○ 救助スペースが狭
による訓練の実施 層の迅速化 隘で、かつ救出口の ・ 救助機関は、今回のＪＲ列車事故のような極め関等によ

救出活動に４日 確保が困難 て困難な事案を想定した救出救助訓練を実施すべる救出活
○ 現地における各機関の指 間を要したこと き。動
揮所の隣接設置 ○ 列車により大破し ・ 救助機関は、今回の事故対応の検証成果を集団

た駐車車両からガソ 救急の研修資料として活用するなど、対応能力の
○ 救出活動における部隊の リンが漏れ、エンジ 向上に努めるべき。
ローテーションの実施 ンカッターなど火花

○ 小型軽量の装備資機材の整備・開発が出る資機材の使用
○ 消防活動に係る広報窓口 が不可 ・ 救助機関は、狭隘な場所においても使用しやす
の統一 い小型軽量の油圧スプレッダーやウォーターカッ

○ 要救助者（遺体） ター等の整備や開発を行うべき。
を傷つけないための
慎重な作業の実施

○ 消防機関等における感染防止衣の配備○ 感染症防止へ ○ 救助部隊によって
の配慮 は感染防止衣を着用 ・ 血液汚染防止のために、救助機関における感染

していない場合があ 防止衣の整備を徹底すべき。
ったこと

○ 救助活動に係る専門家とのネットワークの形成
・ マンションの倒壊の危険性についての尼崎市・
県・国の専門家の調査、さらに車両構造の専門家
などの意見が救助活動等に役立ったことから、救
助機関は、平常時から救助活動に関係する各分野
の専門家リストを作成、常備しておくべき。

○ 平常時からの救助機関間の連携強化（再掲）
・ 災害時における救助機関間の円滑な連携を図る
ため、平常時から各機関が足を運び顔の見える関
係を築くよう努めるべき。

○ 適切な救出状況に係る情報提供○ 救出状況に係 ○ 現場の救出状況に
る的確な情報発 係るきめ細かな広報 ・ 救助機関は、救出状況についての適切な情報提
信 の不足 供に努めるとともに、広報の場の設定等、県や市

町が総合的に情報を発信する仕組みづくりについ
ても検討すべき。
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検証分野２ 人命救助活動や地域との連携、協力

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅱ 地域住 ○ 地域防災における企業（事業所）等の活動の促進○ 近隣の住民や事業所等に ○ 地域防災にお
、 （ ）民、事業 よる救助活動 ける企業（事業 ・ 県及び市町は 地域防災における企業 事業所

所）の役割の充 の活動や役割のあり方について具体的に検討し、所等の活
○ 各事業所のリーダーの下 実 相互の連携体制や情報共有等の一層の充実を図る動や関係
での組織だった救助活動等 べき。機関との
の展開 ・ 自主防災組織や企業（事業所）等は、地域社会連携

が訓練や行事等の機会を通じて交流を深め、地域
のソーシャルキャピタル（社会関係資本）を高め
るよう努めるべき。

○ 事業所、住民の救助活動にあたっての知識の普及○ 二次災害発生 ○ 火花が出るエンジ
の危険性の防止 ンカッターの使用な ・ 県及び市町は、住民等が救助活動を行う場合の

どを行えば、二次災 留意点を明示し、企業や自主防災組織での研修に
害の危険性があった おいて徹底を図るべき。
こと （例）

・ 応急救護活動ができるように、消防機関が実
施する普通救命講習等の実技講習などを受けて
おくこと

・ 消防機関等の指導に従うこと
・ 自らの安全を第一とし、できる範囲で救援活
動を行うこと

○ 救助協力を行う住民が負傷した場合等の補償制度○ 救助者が負傷 ○ 消防団員等公務災
の充実検討した際等の補償 害補償が適用される

場合はあるが、血液 ・ 県及び市町は、救助者が負傷した場合の血液検
検査等の経費負担や 査等の経費負担など、補償内容の充実を検討すべ
救助者の衣服の破損 き。
等についての補償は ・ 県及び市町は、救助者の衣服や使用資機材の損
なし 傷に対する物的補償のあり方を検討すべき。

○ 救助者のこころのケアの充実○ 救助者に対す
るこころのケア ・ 県及び市町は、救助者の属する事業所に対する
の推進 こころのケアの呼びかけや、広報紙などによる啓

発を行うべき。
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検証分野３ 救急搬送や患者の受入

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅰ 医療機 ○ 機動性のある医療チーム（兵庫県版DMAT）の整備○ 医療機関の自主的な出動 ○ 災害拠点病院 ○ 県地域防災計画で
等、早期の活動展開 の救護班派遣の は、県が災害拠点病 ・ 県は、地域防災計画に基づく、災害拠点病院救関と消防

基準 院などの医療機関に 護班を緊急時に機動性をもつ医療チームとして位等の連
○ 県災害医療センターによ 救護班の派遣要請を 置づけ、その運用方法を定めるとともに、トラン携、現場
る事故現場での調整 行うことになってい シーバー、衛星携帯電話、簡易心電図モニター、での医療

るが、医療機関の自 共通ユニホームなどの資機材を整備し、特別な研活動
○ 救助機関による現場トリ 主出動の特段の定め 修を実施すべき。
アージと医療チームによる がない（日本赤十字 ・ 県は、状況によっては、災害拠点病院が初動時
二次トリアージの実施 社救護班のみの特例 に、自らの判断に基づき、速やかに救護班の派遣

として、日本赤十字 を行うことができるようにするとともに、その場
○ 我国初のがれきの下の医 社は、災害の初期に 合は、県からの要請に基づいた派遣・活動として
療の実施 おいて、状況により 扱うことを明確にすべき。

自らの判断に基づ ・ 県は、災害拠点病院の医師に、災害医療コーデ
○ ｳｫｰｷｰﾄｰｷｰ（ ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ） き、速やかに救護班 ィネーターを委嘱し、初動時の院内調整や自主判
を活用した医療機関同士の を派遣） 断による救護班の派遣、さらに災害医療現場にお
情報共有 ける各救護班に対する指揮権限を持つ方向で役割

○ 医療チーム全 ○ 県災害医療センタ を明確に定めるべき。
○ 負傷者が集中した病院へ 体の指揮 ーの医師がリーダー ・ 県は、災害拠点病院救護班には現地指揮所との
の医療チームの支援活動 的な役割を果たした 連絡調整や全体状況把握にあたるロジスティック

が、全体としての指 （連絡）要員を増員強化する方向で検討すべき。
○ 市保健所による早期の活 揮系統についての明 また、現場への出動手段（救急車を活用できるよ
動（情報収集、救護活動） 確な定めがないこと う管内消防機関と連携）の確保や、出動した救護

班が事故現場において負傷した場合に、どの機関
○ 監察医による全ての遺体 ○ 事故現場にお ○ トリアージポスト が保険費用を負担しておくのかといった補償のし
に対する迅速な検案の実施 ける情報通信機 が事故現場の東西に くみの整備を検討すべき。
病院への遺体搬送はなし 器やユニフォー 分かれていたため、（ ）

ム等の活用 当初、両ポストでの
情報の共有が不十分

医療に係る現地連携方法のマニュアル化・各機関○ 医療チームな ○ 事故時の現地連携 ○
での共有どの救護活動全 方法がマニュアル化

般の情報把握が されておらず、また ・ 消防、警察などの救助機関と医療チームとの現
困難 各機関で未共有 地における連携方法をマニュアル化するとともに

各機関で共有しておくべき。
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検証分野３ 救急搬送や患者の受入

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

○ トリアージタッグの取扱についての教育の徹底○ トリアージタ ○ 保存されているト
ックの適正な取 リアージタッグは少 ・ トリアージ実施機関及び医療機関は、搬送先病
扱の検討 数であること 院の早期決定や医療情報として活用するために、

トリアージタッグ使用のあり方、正確で迅速な記
入、各段階での回収の徹底、タッグの保管につい
て、組織内及び警察等関係者への教育を徹底すべ
き。

○ 医療チームの撤収時期の明確化○ 医療チームの ○ 多くの医療チーム
撤収時期の検討 の撤収後の要救助生 ・ 救出活動が続く災害現場にあっては、たとえ生

存者の発見 存者発見が困難と推定される場合でも、救助隊員
の二次災害や健康管理、生存者発見時の対応に備
えて、医療チームのうち少なくとも１チーム（時
間を区切って交代するのも可）が現場周辺に留ま
るべき。

○ 医療チームによる事故現場近くの医療機関への支
援
・ 医療チームは、出動に時間を要する場合には、
より混乱している可能性が高い事故現場に近接し
た医療機関の支援にあたることも検討すべき。

○ がれきの下の医療を行う救助・医療チームの育成
・ 今回、がれきの下の医療の実施によって、成果
を上げたことから、県、市町等は、がれきの下の
医療のトレーニングを受けたレスキューや医療チ
ームの育成を図るべき。

○ 保健所の後方支援業務等の役割の検討○ 保健所（健康 ○ 市保健所は早期に
福祉事務所）の 情報収集、救護活動 ・ 災害時における保健所の役割について、事故現
機能を生かした を行っているが、医 場で不足する医薬品の確保、傷病者の把握等、後
活動内容の検討 療機関との役割分担 方支援業務を含めて一層の充実を図る方向で検討

が不明確 すべき。
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検証分野３ 救急搬送や患者の受入

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅱ ヘリに ○ ヘリコプターの積極的な活用の推進○ 消防防災ヘリによる迅速 ○ ヘリコプター
な搬送 の活用の一層の ・ 現地指揮所や医療チームは、ヘリ搬送機関と連よる搬送

促進 携し、重症者が多数発生する場合においては、適体制
○ 事故現場に近接した大成 切なトリアージを実施し、ヘリによる迅速な搬送
中学校グラウンドの活用 を検討すべき。

・ 県消防課、神戸市消防局は、発災当初は現地の
○ ヘリコプターの離着陸に 医療従事者が不足するため、県災害医療センター
係る後方支援体制の確保 等と協議をし、場合によっては、ドクターカー出

動と同時に、医療従事者をヘリコプターで現地に
派遣することも検討すべき。

○ 学校のグラウンド等の臨時ヘリポートとしての活○ 密集市街地に
用おけるヘリコプ

ターの離着陸場 ・ 市町は、負傷者の迅速な搬送のためには今回の
適地の確保 ような避難所が開設されない事案の場合、学校の

グラウンド等を臨時ヘリポートとして使用できる
よう、平常時から学校関係者と防災関係者とが協
議しておくべき。

○ ヘリポートにおけるステージング・ケア（追加応○ ヘリポートに ○ ステージング・ケ
急処置）やヘリ救急装備の充実おけるステージ アを行う医療スタッ

ングケア（搬送 フや、搬送中のケア ・ 医療チームは、ヘリポートにおいて必要な病態
前トリアージと の不足 管理ができる医療体制をとっておくべきである。
追加応急処置） ・ 県等は、今後ヘリコプターの新機導入等の機会
の実施 をとらえて救急装備の一層の充実を検討すべき。
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検証分野３ 救急搬送や患者の受入

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅲ 患者受 ○ トリアージタッグの活用促進○ 府県を超えた基幹災害拠 ○救急搬送の全体
点病院間の連携による病床 像の早期把握 ・ 消防機関は、可能な限りトリアージタッグの回入の病院

、 、間のバラ 確保 収ボックスを設置して 現地指揮所で迅速に集め
負傷者の計画的搬送に努めるべき。ンス

○ 事故現場でトリアージが
実施され、特に早期に警察

○ 消防機関による住民への搬送先の徹底による軽症者のバス搬送等 ○ 特定の病院へ ○ 初期の段階で、バ
が、現場の混乱防止に貢献 の負傷者の集中 ス等による搬送や、 ・ 事故現場において、消防機関が住民の協力者に

住民等が独自に特定 対して、可能な限り搬送先病院を明確に指示する
○ 救命救急センターを中心 の病院へ軽症者を搬 よう努めるべき。
とした重症者の分散搬送 送

○ 県広域災害・救急医療情報システムの積極的な活○ 消防機関が搬送した負傷 ○ 県広域災害・
用者は、事故現場の救急救命 救急医療情報シ

士の指示のもと、比較的ス ステムの活用促 ・ 県は、災害初期における医療機関による県災害
ムーズに分散搬送 進 救急医療情報システムの入力率が向上するよう啓

発・訓練を徹底すべき。
○ 一次搬送された医療機関 ・ 県は、県広域災害・救急医療情報システムにつ
から比較的順調に重症者の いて、転院搬送を要する病院からの発信が迅速、
二次搬送を実施 簡単に行える方法を検討すべき。

・ 消防機関は、県広域災害・救急医療情報システ
ムからの情報を現地における搬送に積極的に活用

、 、 。するとともに 関係機関 負傷者にも伝えるべき
・ 消防機関は、県広域災害・救急医療情報システ

○ 転院搬送に要 ○ 搬送機関では、ど ムを現場指揮所においても使用できるよう、ドク
する救急車等の の病院にどれだけの ターカーや救急車両へのパーソナルコンピュータ
確保 患者が搬送されてい ーの搭載を検討すべき。

るか早期に把握する ・ 各病院においては、傷病者の受入状況について
ことが難しく、また の情報を迅速に報告すべき。
転院搬送を要する病
院からの発信が不十

○ 平常時からの基幹災害拠点病院間の連携体制の強分
化
・ 府県を超えた基幹災害拠点病院間の連携による
病床確保が有効だったことに鑑み、各地方ブロッ
クの基幹災害拠点病院の連絡会等を定期的に開催
して相互の意思の疎通を図るべき。
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検証分野３ 救急搬送や患者の受入

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

Ⅳ 県広域 ○ 緊急搬送要請の一層の迅速化○ 災害発生地周囲の医療機
関の医療立ち上げに貢献 ・ 消防機関は緊急搬送要請の迅速な入力を徹底す災害・救
（患者受入や医療チームの べき。急医療情
派遣）報システ

ムの活用
○ 県広域災害・救急医療情報システムの積極的な活○ 県広域災害・ ○ 医療機関における
用（再掲）○ 県広域災害・救急医療情 救急医療情報シ 県広域災害・救急医

報システムから事故現場で ステムのより一 療情報システムの認 ・ 県は、災害初期における医療機関による県災害
の状況等を迅速、詳細に医 層の活用の徹底 識不足 救急医療情報システムの入力率が向上するよう啓
療機関等へ発信 （入力率の向上 発・訓練を徹底すべき。

等） ○ 事故現場での使用 ・ 県は、県広域災害・救急医療情報システムにつ
体制が未整備 いて、転院搬送を要する病院からの発信が迅速、

簡単に行える方法を検討すべき。
・ 消防機関は、県広域災害・救急医療情報システ
ムからの情報を現地における搬送に積極的に活用

、 、 。するとともに 関係機関 負傷者にも伝えるべき
・ 消防機関は、県広域災害・救急医療情報システ
ムを現場指揮所においても使用できるよう、ドク
ターカーや救急車両へのパーソナルコンピュータ
ーの搭載を検討すべき。

・ 各病院においては、傷病者の受入状況について
の情報を迅速に報告すべき。
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検証分野４ 安否情報の開示と提供システム

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

○ 個人の ○ 精度の高い統合的安否情報の整備○ 尼崎市による迅速な安否 ○ 安否情報の収 ○ 防災計画上、安否
情報の収集・提供 集・提供に係る 情報の収集、提供に ・ 安否にかかわる一次的情報は、救援救助活動を安否情報

主体の検討 係る役割分担が不明 行う警察、消防、医療機関などに散在しており、の提示範
○ ＪＲのお客さま相談窓口 確で法令等にも明確 それぞれの機関は、それらの情報を必要な相手に囲
による安否情報の提供 な定めがなし 速やかに提供できるよう常時整理に努めることが

必要。○ 安否情
○ 警察（死者）や病院（負 ・ 事故現場を管轄する市町は、安否に関する情報報の収集、
傷者）における情報提供 を収集・整理するとともに、県に報告し、県は、提供の実

市町からの報告及び必要に応じて自ら収集した安施主体
否に関連する情報等を整理し、照合する仕組みの
構築についても検討が必要。

・ 事業者は、県及び市町に対して、積極的に協力
すべき。

○ 関係機関等の間での安否情報共有と一元的提供の○ 関係機関等の
検討間での安否情報

の共有 ・ 市町、県、事業者、警察等は、各組織内で個人
情報の保護の制度的枠組みを整備した上で、それ

○ 安否情報の提 ぞれの相談窓口等において提供することが適当な
供の対象、内容 程度の安否情報を共有し、その情報を問い合わせ
手法の検討 に応じて提供する体制や情報システムを構築する

ことを検討すべき。なお、詳細な情報を提供する
必要がある場合は、当該情報を収集した機関が対

○ 報道機関への 応すべき。
対応 ・ 事業者は、関係機関等と連携しつつ、遺族や負

傷者等に対して安否情報を提供するため、対応窓
口を設けるなど、安否に関する情報の提供に資す
るべき。

・ 相談窓口における情報提供は、照会している者
○ 個人情報保護法（第 条） の氏名及び住所並びに照会をすることが妥当と認23
〔第三者提供の制限の例外〕 められる想定被害者との関係を確認したうえで、
① 法令に基づく場合 行うことが必要。
② 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 ・ 安否情報について、①初期の必要最小限の情報
③ 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合 提供、②関係者からの照会に対する情報提供、③
④ 国等に協力する場合 病院等における家族等への詳細な情報提供の３段

階に区分して考えることが適切ではないかと思わ
○ 県個人情報の保護に関する条例 れ、その上で、①についてはインターネットの活
〔収集制限（本人収集の原則）の例外（第６条 〕 用、②についてはテレホンセンターの設置利用も）
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検証分野４ 安否情報の開示と提供システム

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

① 本人の同意があるとき 検討すべき。
、 、② 法令又は条例に定めがあるとき ・ さらに進んで 関係機関等の安否情報を集積し

③ 出版、報道等により公にされているとき 一元的にそれを提供できる体制の構築についても
④ 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得な 検討が必要。
いと認められるとき

○ 安否情報の提供内容や手法等についてのルール化⑤ 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき（提供するこ
とが条例上許されている場合に限る） ・ 安否情報については、個人情報保護の観点を踏

⑥ 審議会の意見を聴いて、本人から収集することにより、個人 まえ、家族等が探し求めている本人であることを
情報取扱事務の目的の達成に支障が生じる等と実施機関が認め 識別するための必要最小限の範囲（個人の氏名、
るとき 居住地市区町名、生死・負傷の程度、搬送先等）

に限定し、それ以上の詳細については、本人の同
〔利用及び提供の制限の例外（第７条 〕 意又は公益上、特に必要があると認めるときに限）
① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき り回答すべき。
② 法令等に定めがあるとき ・ 安否情報のインターネット等による公表につい
③ 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得な ては、個人の情報を保護することによる利益と安
いと認められるとき 否情報を公にすることの公益上の必要性を比較衡

④ 審議会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があ 量するなど、その内容についての十分な検討が必
ると実施機関が認めるとき 要。

○ 報道機関への個人情報の提供のあり方○ 県個人情報保護審議会の答申（利用及び提供の制限の例外の例）
・ 報道機関等への発表や報道機関等からの取材、要請等に応じる ・ 報道機関側は公的機関からの安否情報の提供に

、 、 、 、 、 、ため、収集目的以外の目的に利用又は提供する場合。ただし、社 ついて 氏名 住所 性別 年齢 被害者の状況
会的関心が高い等県民等に知らせることが公益上必要であり、か 所在など個人情報であっても、提供されるべきで
つ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合に 公開の判断は報道機関側で行うべきものとの立
限る。 場。

・ 被害者及びその関係者の中には、個人情報保護
○ 防災基本計画 の問題、メディアスクラムなど被害者にとり不利
・ 非常災害対策本部、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及 益な事柄が発生するおそれがあることなどから、
び鉄軌道事業者は、国民全体に対し鉄道災害の状況、安否情報、 強い拒否反応を示す人もおり、また、兵庫県個人

、 、施設等の復旧状況、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するもの 情報保護審議会の答申では 報道機関等への発表
とする。 報道機関等からの取材、要請等に応ずる場合は例

外扱いにできることとされているが 「社会的関、
○ 県地域防災計画 心が高い等県民等に知らせることが公益上必要で
・ 鉄道事業者、消防機関、警察本部、県及び市町は相互に安否確 あり、本人の権利利益を侵害するおそれがないと
認等に関する情報を共有するとともに、被災者の家族等の詰所を 認められる場合に限る」と規定。
設けて、必要に応じ、安否確認等の情報を提供することとする。 ・ 安否情報として提供される個人情報の範囲、内

容などについての問題は、個人情報の保護による
利益と公益とを比較衡量しつつ決められなければ
ならず、報道機関と提供側等とで、今後引き続き
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検証分野４ 安否情報の開示と提供システム

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

○ 国民保護法 幅広い論議を行い検討を深めることが必要。
〔市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集（第 条 〕94 ）

○ 医療機関における安否情報の提供内容、範囲等の① 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力
明確化攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報を

収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対 ・ 医療機関は、個人情報保護の観点を考慮し、あ
し、適時に、当該安否情報を報告しなければならない。 らかじめ、安否情報の提供窓口、提供する範囲、

② 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を 手段等について明確にしておくべき。
整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び整理

○ 自らの安否情報の伝達と災害伝言ダイヤル等の活するよう努めるとともに、総理大臣に対し、遅滞なく、これら
用の安否情報を報告しなっければならない。

③ 安否情報を保有する関係機関は、前２項の規定による安否情 ・ 事故や災害に遭遇した場合には自ら家族等に速
報の収集に協力するよう努めなければならない。 やかに連絡をとるよう心がけるとともに、事故現

場を管轄する市町や県は、ＮＴＴに災害伝言ダイ
ヤルの設置を要請するなど、安否情報提供機関の

総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供 第 条 負荷を軽減し、真に安否情報が必要な者に、より〔 （ ）〕95
① 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところによ 迅速に伝わるよう配慮すべき。
り安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなけ

○ 安否情報の収集・整理・提供に係る法的根拠等のればならない。
明確化の検討② 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個

人の情報の保護に十分留意しなければならない。 ・ 安否情報は広域的な性格を有しており、報道機
関への個人情報の提供の問題も含め、安否情報の
収集・整理・提供が全国統一のルールで的確にな
されるよう、法令やガイドライン、防災基本計画
等で責任機関や情報の提供方法、内容等が明確に
されることが必要。
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検証分野５ こころのケア

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

○ こころ ○ 被害者情報の入手方法の確立○ 早期の相談窓口の設置や ○ 負傷者情報等 ○ 個人情報保護法の
多数の相談の受付 の入手 取扱が統一されてい ・ 事故後のストレス反応は、時間の経過とともにのケアに

ないこと 遷延化（長期化）しやすく、またそのような人達係るニー
○ 負傷者等への積極的なア ほど自ら進んで相談することが少ないため、ここズの把握
プローチ ろのケア実施機関がアウトリーチ（訪問相談）がや対応

できるよう、個人情報を入手することについて、
○ 被災者やその家族、救援 個人情報保護審議会等に諮るなどの対策を講じて○ こころ
者（消防職員等）など、幅 おくべき。のケアに
広いこころのケアの実施 ・ 病院など被害者情報の一次情報の入手者から情係る各機

報を確実に入手できるようにするには、厚生労働関の取組
○ こころのケアの相談窓口 省のガイドライン等で、こころのケアのための情
の設置 報の提供は、第三者提供の制限の例外（ 人の生「

命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
であって本人の同意を得ることが困難であると
き ）となることが明示されることが必要。」

○ 長期にわたる支援窓口の設置○ 長期的な対応
の仕組みづくり ・ こころのケア実施機関は、人により、回復に個

人差があるため、支援窓口を長く開設しておいた
り、必要な情報を提供するなど継続的なケアが必
要。

○ 病院と保健所等との連携
・ 負傷者の病院での治療の段階から、こころのケ
アを含めた退院後の健康管理への移行が円滑に進
むよう、病院、保健所及び市町とが連携を密にす
べき。

○ 間接的な被害者へのフォロー○ 間接的な被害
者に対する病院 ・ 医療機関は、負傷者の家族などの間接的な被害
などでの対応 者への対応について、あらかじめ担当窓口及び、

家族待合所、負傷者の氏名を含む個人情報の取扱
などを決めておき、対応すべき。
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検証分野５ こころのケア

対 応 の 分 析 ・ 評 価
検証項目 今 後 の 方 向

有効であった対応 主な課題
要因・理由

○ 保健所等の役割の明確化（一部再掲）
・ 保健所及び市町の役割として、事故現場におけ
る負傷者や死亡者の家族へのフォローや、救援に
あたった住民への個別訪問、負傷者が病院から退
院した後のこころのケアを含む健康管理などを担
当することを検討すべき。

○ 救援者へのこころのケア（一部再掲）○ 救援者に対す
、 、るケア ・ 消防機関だけでなく 医療関係者なども含めて

救援機関は、救援者へのこころのケアについての
サポート体制を充実すべき。

○ 行政と支援団体との連携
・ こころのケアを行う行政機関は、ＮＰＯなどの
支援団体との間での、情報交換をはじめ、事故発
生時の連携方法について検討をしておくべき。


